
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】

【請求項３】
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　リグノセルロース系材料を水蒸気処理して得られるリグノセルロース系改質材料の成形
体を主体とする歯車の製造方法であって、
　細分化されたリグノセルロース系材料を水蒸気処理する水蒸気処理工程と、
　前記水蒸気処理工程において得られたリグノセルロース系改質材料を含水率が２８％以
下となるまで乾燥させる乾燥工程と、
　前記乾燥工程において乾燥したリグノセルロース系改質材料を予め加熱する予熱工程と
、
　前記予熱工程において予熱されたリグノセルロース系改質材料を１００℃以上２６０℃
以下で加熱する加熱工程と、
　前記加熱工程において加熱されたリグノセルロース系改質材料を圧縮成形方法により成
形する成形工程と、を有している、歯車の製造方法。

　請求項１に記載の歯車の製造方法であって、
　前記乾燥工程では、前記水蒸気処理工程において得られたリグノセルロース系改質材料
を含水率が１２％以下となるまで乾燥させる、歯車の製造方法。

　請求項１または請求項２に記載の歯車の製造方法であって、
　前記乾燥工程では、前記水蒸気処理工程において得られたリグノセルロース系改質材料



【請求項４】

【請求項５】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、リグノセルロース系材料とこの材料を利用する技術に関し、詳しくは、水蒸
気処理により改質され、可塑性を発現するリグノセルロース系改質材料の成形技術を利用
する回転駆動体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
資源の有効利用、自然や人体に悪影響を与える化学物質の使用の低減、有害物質の廃棄や
ＣＯ 2排出の低減を目的として、植物資源由来のリグノセルロース系材料を利用する試み
が成されている。
リグノセルロース系材料としては、木材や草本類から得られるリグノセルロース材料が典
型的である。
これらのリグノセルロース系材料は、典型的には、ファイバー状あるいはチップ状とされ
、熱硬化性接着剤をバインダーとする各種ボードやパネル等の成形体材料として用いられ
ている（特許文献１）。また、熱硬化性樹脂材料中に木粉などを添加して押出し成形など
により成形体を得ることも行われている。
【０００３】
【特許文献１】
特表平２００２－５２８２９９号公報
【０００４】
また、リグノセルロース系材料には、廃棄されるかあるいは未だ利用されていないものも
ある。たとえば、家屋や家具の解体廃材、新聞紙やダンボールなどの古紙、刈り草、落ち
葉、刈り枝、間伐材、サトウキビなどの圧搾滓などの産業廃棄物あるいは農業廃棄物であ
る。これらのリグノセルロース系材料は、一部がボードやパネル材料、発酵堆肥、敷料、
固形燃料に再利用されているものの、破砕や乾燥などの加工コストの関係から、有用な部
分を有しながらも、依然として廃棄・焼却処分が行われているのが実情である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
有用資源の循環利用、地球温暖化抑制の観点から、近年、廃棄・焼却処分されていたリグ
ノセルロース系材料についてもさらなる利用が求められるようになってきている。しかし
ながら、上述のように、廃棄あるいは未利用リグノセルロース系材料は、不均質、水分含
量が高いなどという観点から、再利用のためには、各種工程を経る必要があった。また、
さらに、循環利用を促進するには、できるだけ他の材料を含まないことも望まれる。
一方、リグノセルロース系材料を水蒸気処理した材料を、乾燥し、解繊し、加熱及び圧締
して、水蒸気処理によって生成する成分が有する接着力を利用して強固なボードを得る技
術が知られている。しかしながら当該ボードは、材料形態であるファイバーを主体とする
ファイバーボードであるため、ボード以外への成形加工は困難であった。しかしながら、
より広い再利用の途を確保するには、ボード以外への新たな用途確保が必要である。
ここに、歯車やベルト車などの回転駆動体にあっては、現在、一般的には金属製であり、
限定的に樹脂製となっている。
【０００６】
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を送風および／または熱を付与しながら乾燥させる、歯車の製造方法。

　請求項１から請求項３のうちいずれか１項に記載の歯車の製造方法であって、
　前記成形工程により得られた成形体に対して切削加工によりかみあい部分を形成する、
歯車の製造方法。

　請求項１から請求項４のうちいずれか１項に記載の歯車の製造方法によって製造された
歯車。



そこで、本発明では、リグノセルロース系材料を利用して歯車などの回転駆動体を製造す
る技術を提供することを、その目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者らが、リグノセルロース系材料を水蒸気処理して得られるリグノセルロース系改
質材料につき種々検討した。その結果、当該処理後のリグノセルロース系材料を加熱して
、当該材料の流動を発現させうることを見出し、さらに、当該流動による可塑性に基づい
て、一般的な樹脂成形に適用される成形加工を利用して、歯車などの回転駆動体を製造し
、当該歯車が予想を越えた特性を発揮することを見出し、本リグノセルロース系改質材料
で成形した歯車などの回転駆動体がポリアセタールコポリマーなどのエンジニアリングプ
ラスチックと同等あるいはそれ以上の性能を有していることを見出し、本発明を完成した
。
本発明によれば、以下の手段が提供される。
【０００８】
（１）　回転駆動体であって、
リグノセルロース系材料を水蒸気処理して得られるリグノセルロース系改質材料の成形体
を主体とする回転駆動体。
（２）前記回転駆動体が歯車である、（１）記載の回転駆動体。
（３）前記歯車のかみあい部分は、切削加工あるいは前記リグノセルロース系改質材料の
成形加工により形成されている、（２）記載の回転駆動体。
（４）曲げヤング係数が１０．０ｋＮ／ｍｍ 2以上である、（１）～（３）のいずれかに
記載の回転駆動体。
（５）無潤滑油あるいは低潤滑油で駆動される、（１）～（４）のいずれかに記載の回転
駆動体。
（６）歯高が０．５ｍｍ以上１６ｍｍ以下で、歯数が６以上の歯車である、（１）～（５
）のいずれかに記載の回転駆動体。
（７）回転駆動体であって、
リグノセルロース系材料を水蒸気処理して得られるリグノセルロース系改質材料の成形体
を主体とし、この成形体の曲げヤング係数１０．０ｋＮ／ｍｍ 2以上であり、歯高が０．
５ｍｍ以上６ｍｍ以下で歯数が６以上の歯車である、回転駆動体。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明では、リグノセルロース系材料を水蒸気処理して得られる、リグノセルロース系改
質材料を少なくとも成形して回転駆動体を提供する。
リグノセルロース系材料が水蒸気処理されることにより、当該材料中に含まれていたセル
ロースあるいはヘミセルロースなどのセルロース系成分が加水分解等を受けて分解成分が
生成される。また、当該剤材料中に含まれていたリグニン系成分も変性あるいは分解され
、分解成分が生成される。したがって、リグノセルロース系材料を水蒸気処理して得られ
るリグノセルロース系改質材料は、セルロース系分解成分とリグニン系分解成分とを含有
する。かかる材料は、理論的に十分に解明されてはいないものの、加熱により、少なくと
もその一部が溶融し、流動し、可塑性を発現する。また、この流動により可塑化後、一旦
固化された当該材料は、再び加熱することにより、流動し、可塑性を発現する。したがっ
て、当該リグノセルロース系材料は、加熱により可塑性を付与できる熱可塑性材料として
機能する。同時に、当該リグノセルロース系改質材料を含む組成物を、加熱することによ
り、この組成物を流動化し、可塑性を発現させることができる。
したがって、これらの発明によれば、貴重な植物由来資源の循環利用を実現することがで
きる。
【００１０】
以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
以下の説明においては、まず、本発明のリグノセルロース系改質材料について説明し、次
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いで、当該改質材料を用いた成形体の製造方法について説明する。
【００１１】
（リグノセルロース系改質材料）
本発明の改質材料（以下、本材料という。）は、リグノセルロース系材料を水蒸気処理し
て得られる。本明細書において「リグノセルロース系材料」とは、リグニンとセルロース
とを含有する材料であればよい。好ましくは、植物細胞壁を構成するリグノセルロースの
形態で含有する。したがって、リグノセルロース系材料は、好ましくは、種々の樹木、ケ
ナフ、トウモロコシ、サトウキビ、麻、イグサ、イネなどの草本類の全体あるいは一部で
ある。また、リグノセルロース系材料には、家屋解体物、家具解体物、木屑、間伐材、籾
殻、木粉、古紙、剪定枝、刈り草、落ち葉、サトウキビの圧搾滓（バガス）などの産業あ
るいは農産廃棄物を包含する。リグノセルロース系材料は、セルロースやヘミセルロース
とリグニンと複合体形態でなく、それぞれ別個に含有する形態で構成されていてもよい。
また、これらの個別の材料を複合形態のリグノセルロースを含有するリグノセルロース系
材料に添加してもよい。したがって、リグノセルロース系材料は、たとえば、殆どリグニ
ンを含まない上質紙の古紙とパルピングの工程で廃棄物として得られるリグニン含有画分
とすることでもできる。
【００１２】
本発明においては、これらのリグノセルロース系材料を１種あるいは２種以上を組み合わ
せて用いることができるが、材料の均質性の観点、処理条件強度の抑制の観点からは、単
独かあるいは２種～３種程度を組み合わせて使用することが好ましい。
水蒸気処理をするにあたっては、リグノセルロース系材料のみとすることが好ましいが、
必要に応じて、リグノセルロース以外の材料、たとえば、グルコースなどの糖類、リグニ
ン成分、酸、水分を適宜添加することができる。
【００１３】
水蒸気処理に供するリグノセルロース系材料の大きさにより、水蒸気処理による分解成分
の生成程度を制御することができる。
リグノセルロース系材料は、水蒸気処理を均一に行うことができるように、細分化されて
いることが好ましい。細分化されていると、水蒸気処理や乾燥、粉砕の各工程で必要とさ
れる時間も短縮される。特に、リグノセルロース系材料は、小片化ないし微粉末化、具体
的には、フレーク又はウェーハ等の薄片状に形成されていると、取り扱いやすい。大きさ
は、例えば、厚さ１ｍｍ以下で５ｃｍ×５ｃｍ以下程度の大きさ、好ましくは、厚さ０．
５ｍｍ以下で２ｃｍ×２ｃｍ以下程度とすることができる。鋸くずやプレーナ屑等をその
まま用いることもできる。
【００１４】
リグノセルロース系材料の含水率（乾量基準）は、１２０％（以下、含水率においては重
量％を意味する。）以下であることが好ましい。含水率が１２０％を超えると、水蒸気処
理によってリグノセルロース系材料中に生成する分解成分が流出しやすくなり、有効量の
分解成分が処理後のリグノセルロース系材料に保持されにくくなるからである。より好ま
しくは、８％以上１００％以下である。かかる範囲であると、リグノセルロース系材料全
体を均一に水蒸気処理して分解成分を生成させると同時に分解成分の流出を効果的に抑制
できて、好ましい流動性と成形性とを備える熱可塑性材料を得ることができる。８％未満
であると、水蒸気による暴露が不均一になりやすく、このため、分解成分の生成も不均一
になり、流動性の良好な熱可塑性材料を得られにくくなる。一方、１００％を超えると、
水蒸気処理中にリグノセルロース系材料中の自由水が遊離しやすくなり、この自由水の遊
離とともに分解成分がリグノセルロース系材料から流出しやすくなり、得られるリグノセ
ルロース系材料の熱流動性が低下する。より好ましくは、１５％以上１００％以下である
。さらに、好ましくは、３０％以上１００％以下である。
含水率は、リグノセルロース系材料を乾燥する工程においてその程度を調整することがで
きる。逆に、含水率は、リグノセルロース系材料に対して外部から水分を付与することに
よっても調整することができる。

10

20

30

40

50

(4) JP 3781727 B2 2006.5.31



【００１５】
（水蒸気処理）
水蒸気処理は、各種形態で実施することができるが、好ましくは、飽和水蒸気あるいは過
熱水蒸気下で加熱することによって行われる。具体的には、耐圧容器内で、高圧下におい
て、加熱水蒸気にリグノセルロース系材料を曝すことによって行う。
水蒸気処理は、約６０℃以上で加熱することが好ましく、また、上限は好ましくは約２６
０℃以下である。６０℃以上２５０℃以下であると、ヘミセルロース、リグニン等の分解
を行う一方、分解縮合等の副反応を抑制することができる。好ましくは、約１１０℃以上
約２３０℃以下に加熱する。より好ましくは、約１５０℃以上約２３０℃以下とする。最
も好ましくは、約２００℃以上約２３０℃以下とし、さらに好ましくは２２０℃とする。
【００１６】
水蒸気処理は、加熱温度が約１１０℃以上約２３０℃以下のとき、例えば、数十秒から数
十分間程度処理すればよい。処理時間は、処理温度が低い場合にはより長くすることが好
ましく、処理温度が高い場合には、より短くすることができる。また、リグノセルロース
系材料が大きい場合には、より長くすることが好ましく、同材料が小さい場合には、より
短くすることができる。
上述したようなフレーク状にまで細分化されたリグノセルロース系材料では、加熱温度が
１１０℃以上２３０℃以下のとき、数十秒～１０分程度処理すれば良い。好ましく約１分
～約５分である。好ましくは、約２分～３分程度である。一方、より大きな状態のままの
リグノセルロース材料を用いた場合は、１５分以上必要となる場合もある。
好ましい処理温度である２００℃以上２３０℃以下の場合、数十秒～５分程度の加熱で良
好な処理状態を得ることができる。たとえば、一般的に入手しやすいプレーナ屑（典型的
には、厚さ１ｍｍ以下で５ｃｍ×５ｃｍ以下程度の大きさ、好ましくは、厚さ０．５ｍｍ
以下で２ｃｍ×２ｃｍ以下程度の細片）の場合、２分から５分程度で好ましい処理状態を
得ることができる。
【００１７】
なお、製造される成形材料が特有の匂いをえることを防ぐためには、水蒸気処理は、２０
０℃未満の温度で行われることが好ましい。
【００１８】
水蒸気処理を終了させるときは、徐々に圧力を下げることもできるし、一挙に大気圧まで
開放することもできる。大気圧まで一挙に開放する場合には、処理装置内のセルロース含
有材料内部の水分が蒸気化されることにより、セルロース含有材料内で爆発が生じてセル
ロース含有材料の組織が破壊される。この結果、セルロース含有材料が細分化されて繊維
状や粉末状等に粉砕することができる（以下、高圧状態から一挙に圧力開放することを、
爆砕という。また、加圧容器内で蒸煮後に一挙に圧力開放することを蒸煮・爆砕処理とい
う。）。通常、爆砕を採用する場合には、蒸煮・爆砕が連続して行われる。蒸煮・爆砕処
理の概念を図１に例示する。爆砕によれば、その後の粉砕工程が容易になる。また、乾燥
工程も効率的に実施されるようになる。
なお、爆砕を実施する場合には、水蒸気処理における加熱温度は、１８０℃以上２６０℃
以下であることが好ましい。より好ましくは、約２００℃以上約２３０℃以下とする。
【００１９】
このような水蒸気処理により、本材料を得ることができる。本材料には加水分解あるいは
熱分解成分が生成され、当該分解成分が組織内に保持されあるいは組織から材料表面に浸
出した状態となっている。
【００２０】
（乾燥）
水蒸気処理後、本材料を乾燥することが好ましい。水分が多量に存在すると、本材料を加
熱して流動化させる際、水分が気化して成形性あるいは流動性を損なう可能性がある。ま
た、分解成分が水分の蒸発とともに移動して流動性や成形性を損なう可能性がある。
【００２１】
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乾燥工程は、一般には、本材料の含水率（乾量基準）が２８％以下となるまで実施するこ
とが好ましい。より好ましくは、１２％あるいは気乾含水率まで乾燥する。
【００２２】
乾燥は、常温下でも高温下でも行い得るが、好ましくは、水蒸気処理の後、積極的に乾燥
する。水蒸気処理後、早期に水分を蒸発させることにより、水分とともに水溶性の分解成
分が離脱することを抑制して、分解成分をセルロース含有材料に多く残留させることがで
きる。
なお、積極的な乾燥とは、水分蒸発を促進するための送風および／または熱を付与しなが
ら乾燥させることをいう。具体的には、水蒸気処理温度以下の高温下での乾燥や、常温下
での送風等による乾燥である。
なお、含水率は、ＪＩＳ  Ｚ  ２１０１木材の試験方法  ３．２  含水率に準じて測定するこ
とができる。
【００２３】
（粉砕）
水蒸気処理後において、粉砕は、必要に応じて行うことができる。例えば、成形材料を適
用しようとする用途に本材料の粒径が適するように粉砕することができる。
本成形用組成物とする際の粒径は特に限定しない。１０００μｍ程度でも、溶融時の流動
性を十分確保することができる。押出し成形や射出成形のためのメルトフローを考慮すれ
ば、好ましくは、約８００μｍ以下であり、約２００μｍ以下がさらに好ましく、より好
ましくは１８０μｍ以下である。さらに好ましくは約１００μｍ以下であり、一層好まし
くは約９０μｍ以下である。また、約４５μｍ以下であってもよい。
フローに関しては、粒径の他、粒度分布も影響する。ある程度粒度分布を有する方が高い
流動性を得ることができる。
全体的に好ましい範囲としては、約４５μｍ以上約１８０μｍ以下であり、より好ましく
は、約４５μｍ以上約９０μｍ以下であり、また、約９０μｍ以上約１８０μｍ以下であ
る。
なお、粒子形状は、特に限定しないで、薄片状、球状、不定形状、繊維状等とすることが
できる。
【００２４】
粉砕には、例えばウィレーミル、ボールミル、かいらい機、ミキサー等の機械を用いるこ
とができる。水蒸気処理し乾燥したリグノセルロース系材料は、組織が脆化されているた
めに簡単に破壊される。このため、単に粉砕するのに比較して小さな動力、短時間で微粉
末に形成することができる。したがって、粉砕工程で熱が発生することもなく、安全にか
つ省コストで粉砕することができる。
粉砕では、目標とされる成形材料の最大粒径以下の目開きの篩を用いて篩い分けすること
ができる。
なお、乾燥後には、粉砕のみならず、造粒も可能である。分解成分は接着性を有するため
、造粒して、粒径を均質化したり、流動性を改善したりすることができる。また、造粒に
際して、コーティング材を適用することにより、新しい複合成形材料を得ることもできる
。
【００２５】
本材料は、少なくともセルロース、ヘミセルロース、及びリグニンの分解成分を保持して
いる。また、多くの場合、分解されていないリグニンおよび／またはセルロースを含有し
ている。本材料は、既に述べたように、加熱することにより流動し、可塑性を発現する。
結果として、このため、本材料は可塑化剤として使用できる。加熱流動は、一旦固化後も
可能である。また、本材料を含む組成物を熱可塑性材料として使用でき、典型的には、熱
による可塑化を利用した成形材料として使用できる。好ましくは、熱可塑性成形用材料と
して使用する。
推論であって、本発明を拘束するものではないが、本材料の少なくとも一部であって、特
に、粒子表面に存在する分解成分が溶融することにより、粒子の集合体全体に流動性と可
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塑性とを付与するものと思われる。したがって、本材料は、加熱により可塑性を発現する
とき、完全に溶融樹脂化している場合もありうるが、多くの場合、溶融物を一部に含み、
本材料の構成粒子に由来する、不定形状、球状、繊維状、あるいは薄片状等の各種形状粒
子が含んでいると考えられる。
【００２６】
（本材料を含む組成物）
本発明の組成物は、本材料を含有すれば足りる。
本組成物には、本組成物を加熱することにより、本材料が流動化あるいは溶融樹脂化して
、本組成物自体に可塑性を発現させうる程度に本材料を含有していることが好ましい。し
たがって、好ましくは、本成形用組成物は、本材料を主として含有する。具体的には組成
物に用いる樹脂材料１００重量部のうち本材料を２０重量部以上９９重量部以下含有し、
より好ましくは、４０重量部以上９９重量部以下含有する。また、本材料のみからなる組
成物とすることもできる。
【００２７】
組成物中に含めることのできる他の樹脂材料としては、たとえば、通常の熱可塑性樹脂材
料、熱硬化性樹脂材料、生分解性樹脂材料を使用することができる。熱可塑性樹脂材料と
しては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ＡＢＳ、塩化ビニルなどを用いることができる
が、好ましくは、ポリプロピレン、ポリエチレンを用いることができる。
また、熱硬化性樹脂としては、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂等を用いるこ
とができる。好ましくは、フェノール樹脂を用いることができる。
生分解性樹脂材料を用いることにより、成形体全体としての生分解性を容易に確保するこ
とができる。なお、生分解性樹脂材料としては、ポリ乳酸、ポリ－β－ヒドロキシ酪酸、
ポリコハク酸ブチレン等の脂肪族ポリエステル材料から選択される１種あるいは２種以上
を選択して用いることができる。これらの脂肪族ポリエステル材料は、優れた生分解性と
入手容易な点において好ましい。
【００２８】
（本材料あるいは本組成物の利用）
本材料、あるいは本材料を含む本組成物は、加熱により流動性を発現し、可塑性を有する
ようになる。さらに、冷却により固化する。本材料の可塑性を利用することで、熱可塑性
を利用する成形用組成物、可塑剤組成物、充填剤組成物等の各種組成物に適用することが
できる。
成形用組成物としての使用に際しては、可塑時に適当な形状付与工程を実施することで容
易に成形体を得ることができる。成形方法は、圧縮成形、押出し成形、射出成形他、各種
樹脂成形法を採用することができる。
【００２９】
（前駆体）
使用前の本組成物は、特に、その形態を限定するものではない。粉末状や粒子状の他、成
形・搬送・ハンドリングに適した形状や大きさを備えた前駆体とすることもできる。この
ような前駆体は、少なくとも加圧することによって得ることができる。本材料が本来的に
有する分解成分は、常温でも粘結性を有している。このため、この粘結性を利用すること
により、加圧のみによって形状を有する前駆体を得ることができる。また、同時に加熱す
ることにより、本材料の少なくとも一部を溶融させ一層結合性が高められた状態の各種形
状の前駆体を得ることができる。本材料は熱可塑性を有するため、前駆体を後段の加熱工
程において、加熱することにより可塑性を発現させることができる。
【００３０】
（可塑化）
可塑化のための加熱条件は、好ましくは、本材料が流動化する範囲内で設定することがで
きる。流動化する温度（流動化開始温度）は、本材料の水蒸気処理条件によっても異なる
が、約１００℃以上約２６０℃以下とすることができる。好ましくは、約１１０℃以上で
あり、より好ましくは約１５０℃以上であり、さらに好ましくは約１７０℃以上であり、
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最も好ましくは約１８０℃以上である。また、約２３０℃以下とすることが好ましい。約
１７０℃以上約１８０℃以下とすることが最も好ましい。
なお、加熱温度は、水蒸気処理時の温度が高い場合には、相対的に低く設定することがで
きる。また、水蒸気処理温度が低い場合には、相対的に高く設定することが好ましい。
【００３１】
特に、水蒸気処理温度が約２００℃であった場合、用いたリグノセルロース系材料や処理
時間にもよるが、約１５０℃～約１９０℃の温度で流動開始させることができる。
また、水蒸気処理温度が約２１０℃であった場合、用いたリグノセルロース系材料や処理
時間にもよるが、約１６０℃で流動開始させることができる。
水蒸気処理温度が約２２０℃であった場合、用いたリグノセルロース系材料や処理時間に
もよるが、約１００℃～約１４０℃で流動開始させることができる。たとえば、一般的な
プレーナ屑（典型的には、厚さ１ｍｍ以下で５ｃｍ×５ｃｍ以下程度の大きさ、好ましく
は、厚さ０．５ｍｍ以下で２ｃｍ×２ｃｍ以下程度の細片）を水蒸気処理温度が約２００
℃で処理した場合、処理時間が５分未満（ 2分程度）の場合には、約１９０℃で流動開始
し、処理時間が５分～１０分の場合は、約１９０℃で流動開始する。
また、同様の細片につき、水蒸気処理温度が約２１０℃、処理時間が５分未満（ 2分程度
）の場合には、約１６０℃で流動化する。水蒸気処理温度が約２２０℃、処理時間が５分
未満（ 2分程度）の場合には、約１４０℃で流動化し、同温度で処理時間が５～１０分の
場合には、１００～１１０℃で流動化する。特に、同様の細片について、水蒸気処理温度
が約２２０℃、処理時間１０分の場合、流動開始温度は約１０５℃程度である。
なお、既に述べたように、本材料の粒子径は、流動化を確保するには、好ましくは、４５
μｍ以上１８０μｍ以下であるが、粒子径が４５μｍ以下であると、例示した温度よりも
より低い温度で流動を開始することがわかっている。
ヤング物性の確保を重要視する場合には、成形温度は約１７０℃である。また、予熱工程
を付与するとともに、加圧加熱時間を好ましくは１０分以上、より好ましくは１５分以上
、さらに好ましくは２０分以上とする。
【００３２】
以上のことから、水蒸気処理温度によって流動開始温度や流動性を制御できることが明ら
かである。なお、流動開始温度は、一般的に入手可能な細管式レオメータ等による押出し
試験によって確認することができる。
最も、一般的な細管式レオメータは、温度制御可能な加熱炉と、加熱炉内に設置され、試
験試料を収容し、吐出口であるノズルを有するシリンダと、シリンダ内の試料を加圧する
ピストン、とを備えている。かかる細管式レオメータによる押出し試験の一例を図２に示
す。本材料は、かかる細管式レオメーターにより加熱により流動を開始し、糸状体として
吐出される。
【００３３】
なお、加熱工程に先んじて、本材料及び本組成物を予め加熱しておくことが好ましい。す
なわち、本材料が可塑化しない程度の加熱工程を予め実施することが好ましい。かかる予
熱工程を実施することで、加熱条件を緩やかにすることができる。また、成形体を得る場
合には、得られる成形体の密度、曲げ強さ、曲げヤング係数を飛躍的に向上させることが
できる。また、吸水時の膨張率や吸水率を顕著に低下させることができる。予熱工程の温
度は、特に限定しないが、好ましくは、加熱工程時の加熱温度と同程度とする。
【００３４】
（成形体の製造）
成形用組成物を加熱して流動化・可塑化後、あるいは流動化に伴い、適切な形状付与手段
を適用することにより成形体を得ることができる。形状付与手段は、たとえば、型を使用
したり、ダイを通過させたりする従来公知の手段を使用することができる。その後、冷却
することにより、成形体を得ることができる。成形方法としては、回転駆動体の成形に適
したものであれば特に限定しないが、好ましくは、圧縮成形方法である。
また、本成形体の製造にあたっては、成形用組成物を可塑化して成形するため、精密な成

10

20

30

40

50

(8) JP 3781727 B2 2006.5.31



形が可能である。たとえば、円盤や円柱等の単純形状のみならず、そのまま所望の歯形を
有する歯車などの回転駆動体、肉厚の異なる部位や異なる断面形状を有する回転駆動体、
絞り部分などを有する回転駆動体を製造することができる。
【００３５】
形状付与時の条件は、水蒸気処理条件や成形手法によって異なる。ボードやパネル等を圧
縮成形により得る場合には、加圧条件を、約１０ＭＰａ以上約８０ＭＰａ以下とすること
が好ましい。より好ましくは、約２５ＭＰａ以上とし、また、６０ＭＰａ以下とする。水
蒸気処理温度が２２０℃以上の高温で所定時間（典型的には２～５分程度）処理されてい
れば、５０ＭＰａ以下で良好な成形を実現することができる。
【００３６】
（成形体）
本成形用組成物に対して形状付与し後、冷却することにより、成形体を得ることができる
。
得られた成形体は、少なくとも一部において、樹脂様となっている。特に、表面において
顕著に樹脂様表面を有する。また、特に、内相において、本材料の構成粒子に由来する粒
子が結合された状態が観察されることもある。多くの場合、成形体は、樹脂様部と粒子結
合部分とが混在した状態となっている。
本成形体によれば、その密度、曲げ強さ、曲げヤング係数において優れた特性を確保する
ことができる。たとえば、曲げ強さが、少なくとも１０Ｎ／ｍｍ 2、好ましくは４０Ｎ／
ｍｍ 2以上、より好ましくは５０Ｎ／ｍｍ 2以上の成形体を得ることができる。また、曲げ
ヤング係数が２．０ｋＮ／ｍｍ 2以上、好ましくは６．０ｋＮ／ｍｍ 2以上、さらに好まし
くは８．０ｋＮ／ｍｍ 2以上である成形体を得ることができる。また、吸水時の厚さ膨張
率が１５％以下、好ましくは、１２％以下の成形体を得ることができる。また、吸水率が
１３％以下、好ましくは１０％以下の耐水性に優れた成形体を得ることができる。
さらに、耐油性の優れた成形体を得ることができる。例えば、機械油に２４時間浸漬した
場合の吸油率が１％以下、好ましくは０．５％以下、さらに好ましくは０．１％以下の成
形体を得ることができる。
また、上記浸漬条件で吸油厚さ膨張率及び吸油長さ膨張率がそれぞれ１％以下、好ましく
は０．５％以下、さらに好ましくは０．１％以下の成形体を得ることができる。
また、粒子流動に近い流動状態の場合には、硬化後の加熱後の収縮率が小さく、このため
、容易に寸法精度の高い成形体を得ることもできる。
なお、上記した各種特性の試験方法としては、以下に示す方法を採用することが好ましい
。
【００３７】
１．密度
ＪＩＳ  Ａ  ５９０５繊維板５．４密度試験に準じる。なお、試験片の寸法は、２０ｍｍ×
２０ｍｍとする。
２．曲げ試験（曲げ強さ及び曲げヤング係数）
寸法幅１０ｍｍ×長さ６５ｍｍ×厚み４～６ｍｍの試験片に対して、スパン５０ｍｍ、荷
重速度２ｍｍ／分とし中央集中荷重を加えて試験を行う。曲げ強さ及び曲げヤング係数の
算出は、ＪＩＳ  Ｚ  ５９０５　木材の試験方法  ９  曲げ試験による。
３．吸水厚さ膨張率
ＪＩＳ  Ａ  ５９０５繊維板５．１０吸水厚さ膨張率試験に準じる。水浸せき時間は２４時
間とする。また、試験片の寸法は２０ｍｍ×２０ｍｍとする。
４．吸水率
ＪＩＳ  Ａ  ５９０５繊維板５．９吸水率試験に準じる。試験片の寸法は２０ｍｍ×２０ｍ
ｍとする。
５．吸油性
例えば、機械油などの油に一定時間（例えば２４時間）浸漬し、浸漬前後の重量増加を初
期重量で除することにより、吸油率を算出することができる。また、浸漬前後の厚み及び
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長さの変化をそれぞれ初期厚み及び初期長さで除することにより、吸油厚さ膨張率及び吸
油長さ膨張率を算出することができる。
【００３８】
このような成形体は、樹脂様相を備えるとともに、高い密度と高い強度を有していること
から、成形後に２次的加工を施すことできる。この結果、本成形体及びその２次加工体は
、従来合成樹脂成形体が用いられていた工業製品を本成形体により代替することができる
。たとえば、合成樹脂に対して行われる、切削加工及び研削加工等の各種加工を実施する
ことできる。
【００３９】
（回転駆動体）
本成形体は、その表面が本質的に潤滑性に優れ、摩擦により熱が発生しにくいという特性
を備えている。特に、本材料のみから得られた成形体においてはかかる特性が顕著である
。このため、成形により、あるいはさらに切削加工を施して、歯車、シャフト、オーガ、
ベアリング、軸受けなどの動力伝達に関わる回転駆動体に用いることができる。
特に、回転駆動体にあっては、曲げヤング係数が８．０ｋＮｍｍ 2以上であることが好ま
しく、より好ましくは１０．０ｋＮ／ｍｍ 2以上である。かかる曲げヤング係数を備える
ことにより、一般的に使用される歯車（歯高が０．５ｍｍ以上１６ｍｍ以下で歯数が６以
上１２０以下）、特に、歯高が４ mm以上の歯車を構成することができ、例えば、モジュー
ル２．０（歯高４ｍｍ）で、歯数が６以上１２０以下）を実用可能な強度を付して作製す
ることができる。
また、本成形体を用いた回転駆動体は、優れた潤滑性を有し、潤滑油を供給することなく
、あるいは従来金属製の回転駆動体に必要とされているのに比べて少ない潤滑油量で回転
させることができる。同時に、ポリアセタールコポリマーなどのエンジニアリングプラス
チックと同等程度の磨耗量に抑制することができる。
一方、機械油２４時間浸漬後における吸油率が１％以下（好ましくは０．５％以下、さら
に好ましくは０．１％以下、より好ましくは０．０５％以下、最も好ましくは０．０１％
以下）であって高い耐油性を有する。また、吸油厚さ膨張率及び吸油長さ膨張率もそれぞ
れ１％以下、好ましくは０．５％以下、より好ましくは０．１％以下、さらに好ましくは
０．０５％以下、最も好ましくは０．０１％以下である。これらのことから、本回転駆動
体は、高い耐油性を有しているといえる。したがって、油に浸漬状態においても十分に使
用可能であり、金属製歯車に代替可能である。
【００４０】
（回転駆動体の再利用）
本回転駆動体は、本材料の熱可塑性に基づいて、加熱により再度可塑性を発現させること
ができる。したがって、本回転駆動体が不要となった場合において、再度加熱することに
により、再び成形材料として使用できる。すなわち、そのままの組成で新たな形状を付与
することもできるし、他の材料と組み合わせて新たな形状を付与することもできる。さら
に、充填剤として別の用途に転用することもできる。
また、使用済みの本回転駆動体を可塑化させることにより、回転駆動体中の他のフィラー
などの複合材料や樹脂材料と分離したり、あるいはこれらを回収することができる。同時
に、本材料のみを回収することも可能となる。
さらに、固形燃料や吸着剤としても使用することができる。
なお、本回転駆動体を再利用するにあたっては、予め、細分化しておくことが好ましい。
【００４１】
（回転駆動体の生分解）
本発明の回転駆動体は、リグノセルロース系材料のみから、あるいはそれを主体としてい
る。したがって、そのまま土中などの微生物などの生育する領域あるいは一定のセルロー
スやリグニン分解性微生物叢に供給することにより、生分解される。したがって、廃棄に
あたっても、環境に与える影響を抑制することができる。
【００４２】
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【実施例】
（実施例１）
ブナのプレーナ屑を２００℃で１０分間水蒸気処理し、その後、一気に圧力を開放して爆
砕し、繊維化した。その後、天日で気乾含水率まで乾燥させ、ウィレーミルで粉砕し、篩
いにかけて５００μｍ以下の大きさの微粉末を回収した。
【００４３】
（実施例２）
実施例１で得た微粉末を成形材料として、そのまま成形用組成物として使用した。本成形
材料以外には、なんら他の材料は使用しなかった。この成形用組成物をプレス金型に注入
し、荷重２７．７ＭＰａ下、１７０℃、１９０℃の２つの温度で２０分間加圧及び加熱し
て、成形体を得た。なお、いずれの温度条件試料についても、成形用組成物に対して約２
０分間の予熱工程を付与した。
この２種類の成形体について各種機械的物性等を確認した。結果を表１に示す。
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４４】
表１に示すように、本成形材料を用いることにより、好ましい密度、曲げ強さ、曲げヤン
グ強度を備える成形体を得られることがわかった。また、耐油特性の結果から、成形体を
油に浸漬した状態でも機能させうることがわかった。
【００４５】
（実施例３）
ブナのプレーナ屑を２００℃で１０分間水蒸気処理し、その後、一気に圧力を開放して爆
砕し、繊維化した。その後、天日で気乾含水率まで乾燥させ、ウィレーミルで粉砕し、篩
いにかけて５００μｍ以下の大きさの微粉末を回収した。
この微粉末のみを成形材料とした成形用組成物をプレス金型に注入し、荷重２７．７ＭＰ
ａ下、１７０℃で２０分間加圧及び加熱して、３種類の歯車成形体を得た。なお、成形用
組成物に対して約２０分間の予熱工程を付与した。各種歯車の形態と耐久試験機の概略を
それぞれ図１及び図２に示す。
大歯車１は、成形用組成物１３０ｇを，上記条件で１００ｍｍ×１００ｍｍ×９ｍｍのサ
イズに圧縮成形した後、モジュール２．０、歯数３８となるよう切削加工して作製した。
中間歯車２は、成形用組成物１３ｇを、上記条件でモジュール２．０、歯数１８となるよ
うに熱圧成形して作製した。他の一つの歯車は、駆動歯車３であり、中間歯車２と同様の
条件で成形して作製した。なお、最終歯車４は、ジュラコン（商標、ポリアセタールコポ
リマー）を歯切りしてモジュール２．０、歯数１８となるように作製した。
【００４６】
図２に示すように、最終歯車４の回転軸にコイルスプリングにより１０Ｎの負荷を与え、
モーターにより駆動歯車３に３１６６ｒｐｍの回転をさせ、８時間連続運転して歯車耐久
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試験を行った。この試験装置においては、大歯車１は、１５００ｒｐｍで両歯面が相手歯
車に回転接触し、中間歯車２は、３１６６ｒｐｍで両歯面が相手歯車に回転接触し、駆動
歯車３と最終歯車４は、片歯面がそれぞれ動力伝達接触するようになっている。回転前及
び回転中に潤滑油は供給しなかった。また、試験における総回転数は、歯車試料１は７２
００００回転であり、中間歯車２及び最終歯車４は、それぞれ１５１９６８０回転であっ
た。
本試験では、試験前後の各歯車重量を測定し、耐久試験による重量減少量を算出した。ま
た、大歯車１と駆動歯車４について歯面（歯形）の試験前後の変化を GEARTEC TTi-300E（
株式会社東京テクニカル）により測定した。
この耐久試験結果を表２に示す。
【００４７】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
表２に示すように、試験前後の質量変化からは、本成形材料による歯車がジュラコンと同
等あるいはそれ以上の耐久性を備えていることがわかった。また、歯面の変化量もこの結
果を支持していた。
これらのことから、本改質材料を用いた成形体を歯車として実用可能であることがわかっ
た。
【００４８】
【発明の効果】
本発明によれば、リグノセルロース系材料に由来する材料の成形体を用いて歯車などの回
転駆動体を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】歯車耐久試験機における歯車構成を示す正面図である。
【図２】歯車耐久試験機の側面図である。１　大歯車
２　中間歯車
３　駆動歯車
４　最終歯車
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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